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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月27日(2014.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼疾患を治療するためまたは眼域組織を清浄するためのキットであって、
　眼組織に塗布するためのイソプレノイドエッセンシャルオイルと、
　眼域組織を擦るための研磨剤と、
　眼疾患を治療するためまたは眼域組織を清浄するための使用説明書とを含むことを特徴
とするキット。
【請求項２】
　前記研磨剤が、研磨剤粒子を含むことを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　前記研磨剤粒子が、最長寸法が約１μｍないし約６００μｍである大きさの粒子を含む
ことを特徴とする請求項２に記載のキット。
【請求項４】
　前記研磨剤粒子が、最長寸法が約２５μｍないし３００μｍ未満である大きさの粒子を
含むことを特徴とする請求項２に記載のキット。
【請求項５】
　前記研磨剤粒子が、最長寸法が３００μｍないし約６００μｍである大きさの粒子を含
むことを特徴とする請求項２に記載のキット。
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【請求項６】
　前記イソプレノイドエッセンシャルオイル及び前記研磨剤粒子が、混合物を形成してい
ることを特徴とする請求項２に記載のキット。
【請求項７】
　前記イソプレノイドエッセンシャルオイルが、約０．５％（ｗ／ｗ）ないし５０％（ｗ
／ｗ）の濃度でティーツリーオイルを含むことを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項８】
　前記ティーツリーオイルの濃度が、約５％ないし５０％であることを特徴とする請求項
７に記載のキット。
【請求項９】
　前記ティーツリーオイルの濃度が、約０．５％ないし４％であることを特徴とする請求
項８に記載のキット。
【請求項１０】
　前記イソプレノイドエッセンシャルオイルを眼組織に塗布するためのアプリケータをさ
らに含み、該アプリケータが前記研磨剤を含むことを特徴とする請求項１に記載のキット
。
【請求項１１】
　組成物であって、
　眼科学的に許容される基材で希釈した約０．５％ないし４％のイソプレノイドエッセン
シャルオイルと、
　複数の研磨剤粒子とを含むことを特徴とする組成物。
【請求項１２】
　前記イソプレノイドエッセンシャルオイルがティーツリーオイルを含むことを特徴とす
る請求項１１に記載の組成物。
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